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１ 申請者情報の登録

利用規約の画面が開きますので、ご確認し、ご理解した上で、

末尾にある【同意する】ボタンをクリックします。

「供託ねっと」で検索して「登記・供託オンライン申請システム登

記ねっと供託ねっと」にアクセスし、トップページで「申請者情報登
録」をクリックします。

１

※初めて利用する場合は、申請者情報の登録が必要です。
※本システムから送信されるメールアドレスを、あらかじめ準備してください。



「申請者情報新規入力」画面が開きますので、所要事項を入力し、

末尾にある【確認（次へ）】ボタンをクリックします。

※申請者ＩＤ及びパ
スワードは、申請者
が任意の文字を決
めて入力します。

【申請者ID】
１１文字以内であれ
ば、半角英字のみ
又は半角数字のみ
でも可。
【パスワード】
８文字以上２０文字
以内の半角英数字
及び記号の組合せ
が必要です。

⚠注意⚠
入力内容に誤りがあると、右図

のように黄色でエラーが表示され
ます。
正しく修正の上、「確認(次へ)」
ボタンをクリックします。

２



「申請者情報仮登録完了」画面が開きます。注意事項を確認の

上、末尾にある【発行（次へ）】ボタンをクリックします。

「申請者情報入力内容確認」画面が開きますので、入力した事項

に誤りがないかご確認の上、末尾にある【仮登録（次へ）】ボタンを
クリックします。

３



「申請者情報仮登録」が完了し、「認証情報登録」画面が開きま

す。登録したメールアドレス宛てに認証情報が届きますので、入力
後、末尾にある【登録（次へ）】ボタンをクリックします。

※３０分以内に認証情報を入力
する必要があります。

申請者情報の登録が完了しました。続けて供託申請を行う場合

には、【ログイン画面へ】ボタンをクリックします。

４



２ 申請書の作成と送信

「ログイン」画面が開きます。③で設定した申請者ＩＤとパスワード

を入力して【ログイン】ボタンをクリックしてください。

トップページに移動した場合、【供託かんたん申請】ボタンをクリックすると、「ロ
グイン」画面が開きます。

参考

５



「供託申請メニュー」画面が開きますので、「供託（金銭）その他

【かんたん】」をクリックします。
※別の画面が開いた場合には、「供託申請」ボタンをクリックします。

選挙供託の場合，こちらをクリックします。

６



「申請情報の入力」画面が開きますので、必要事項を入力し、末尾

にある【次へ】ボタンをクリックします。
※ 以下は，選挙供託用です。供託の内容によって入力画面は異なります。

クリックし供託所を選択

供託書正本の受取方法を選択 ※１３ページ参照

公職選挙法第９２条第１項

（例）
供託者は、令和○○年○○月○○日に行われる予定の○○市長選挙につき、候補者
として当該選挙の選挙長に立候補の届出をするため供託する。

官庁の名称 ○○市長選挙 選挙長

７

市町村名



「入力内容の確認」画面が開きますので、入力した内容に誤りがな

いかご確認の上、末尾にある【確定】ボタンをクリックします。

８



「納付情報入力」画面が開きますので、電子納付を行う際に必要

となる氏名をご確認の上、【確定】ボタンをクリックします。

「送信確認」画面が開きますので、【送信実行】ボタンをクリックし

ます。

アルファベットが使用されている場合などに、このような注意喚起がありますので、確認後、
【ＯＫ】ボタンをクリックしてください。

参考

センダイカスガ

９

全角カナ文字で入力



「処理状況照会」画面が開きます。供託書を送信してしばらくする

と到達通知が届きますので、【到達通知】ボタンをクリックします。
（※画面はイメージです。）

供託書の送信が完了しました。「処理状況を確認する」ボタンをク

リックすると処理状況を確認することができます。

画面左のとおり、６ページ ⑨の「供託
申請メニュー」画面からも「処理状況を
確認する」ボタンを押下できます。

１０

参考



「照会内容確認（到達通知）」画面が開きますので、到達通知を

確認します。法務局に問合せを行う際に、申請番号が必要となる
場合がありますので、参考として本画面を印刷したものを保管し
てください。印刷した後、【戻る】ボタンをクリックします。
※ 印刷・・この画面で右クリックして画面印刷できます。

「処理状況照会」画面に戻ります。送信した供託書の内容に不
備がなければ、しばらくして供託所から供託受理決定通知ととも
に納付情報が送信されますので、【納付】ボタンをクリックします。

●供託受理決定通知や添付書類の送付依頼が表示されます。

●納付情報が表示されます。
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【納付】ボタンをクリックすると「電子納付情報」が表示されますの
で、納付期限（納付期間最終年月日）までにゆうちょ銀行等金融
機関のＡＴＭ（ペイジー対応のＡＴＭ）又は、インターネットバンキン
グ（画面右側の【電子納付】ボタンをクリック）により電子納付してく
ださい。
なお、直接ご契約の金融機関のホームページからインターネット
バンキングを利用して納付することもできます。

インターネットバンキングを御利用
の場合、こちらをクリックします。
詳細は、「３ 供託金の電子納付」
を参照してください。

拡大図
ペイジー対応ATMを利用して電子
納付を行う場合は、オレンジ枠の
項目を控えておく必要があります
ので、「電子納付情報表示」画面
を印刷すると便利です。この画面
で右クリックをして画面印刷をする
ことができます。
詳細は、「３ 供託金の電子納付」
を参照してください。
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【供託書正本の受取方法について】
法務局において供託金の電子納付が確認できれば、手続終了
となります。
供託オンライン申請の際に、
「●書面の供託書正本の窓口交付を請求する。」を選択した場
合には、申請番号が記載された画面を印刷（右クリックで印刷
可）するか、又は申請番号を書いたメモを法務局窓口に提出して
ください。
「●書面の供託書正本の送付を請求する。」を選択した場合に
は、供託者の住所・氏名・申請番号を記載した返信用封筒（切手
を貼ってください）を法務局に送付してください。

以上で「供託かんたん申請」を利用した供託手続は完了です。
法務局では、供託金の電子納付されたことが確認できましたら、
申請情報作成の際に選択された受取方法により、供託書正本を
発行・送付します。

郵便番号

住
所

氏
名

切
手
貼
付

申請番号（１７桁）

封筒の適宜の場所に申請番号を
記載してください。

１３

返信用封筒の例



３ 供託金の電子納付

「処理状況照会」画面の
「納付」ボタンをクリック
すると右の画面になります
ので、「電子納付」ボタン
をクリックして、各金融機
関のインターネットバンキ
ングにアクセスします。

「e-Gov電子納付」の
ウェブサイトに移動します
ので、金融機関の種別を選
択します。

※移動しない場合には、
ポップアップブロック機能
の設定が考えられますので、
ポップアップブロックを許
可する操作を行ってくださ
い。

利用する金融機関の頭文
字を選択し、利用する金融
機関名を選択します。

１４



インターネットバンキング
のログイン画面からログイン
します。
操作画面及び操作方法につ

いては、金融機関ごとに異な
りますので、以下は画面イ
メージによる説明となります。
詳細については、御利用の

金融機関にお問い合わせくだ
さい。

（※画面はイメージです。）

払込みが完了したことを確認
してください。

（※画面はイメージです。）

払込内容が表示されるので、
内容を確認し、第２暗証番号
を入力します。

（※画面はイメージです。）

⚠注意⚠
「電子納付」ボタンをクリックして各金融機関のインターネットバンキングを利用する場合

には、「電子納付」ボタンをクリック後、３０分以内に納付処理を完了させてください。
３０分を経過すると、この処理を継続することができなくなります。処理を継続することが

できなくなった場合又は処理を中断した場合には、再度、「電子納付情報表示」画面から「電
子納付」ボタンをクリックしてください。
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金融機関のホームページからイ
ンターネットバンキングにログイ
ンし、処理状況照会の納付ボタン
で通知された「収納機関番号」、
「納付番号」及び「確認番号」を
入力して電子納付を行うこともで
きます。
操作画面及び操作方法について

は、金融機関ごとに異なりますの
で、以下は画面イメージによる説
明となります。詳細については、
御利用の金融機関にお問い合わせ
ください。

（※画面はイメージです。）

インターネットバンキングのログ
イン画面からログインします。

（※画面はイメージです。）

決済サービスの中から「税金・
各種料金の払込み」を選択します。

（※画面はイメージです。）

１６



通知された納付情報の「収納
機関番号」を入力します。

（※画面はイメージです。）

通知された納付情報の「納付
番号」（１６桁←申請番号では
ありません）及び「確認番号」
（６桁）を入力します。

（※画面はイメージです。）

払込内容が表示されるので、
内容を確認し、第２暗証番号を
入力します。

（※画面はイメージです。）

払込みが完了したことを確認
してください。

（※画面はイメージです。）

１７



操作画面及び操作方法については、金融機関やATMによって異なりますので、以
下は画面イメージによる説明となります。実際のATMの案内に沿って操作を行っ
てください。

処理状況照会の納付ボタンで通
知された「収納機関番号」を入力
し、「確認」ボタンを押します。

（※画面はイメージです。）

「手入力」ボタンを選択します。

（※画面はイメージです。）

ATMの画面にある「料金払込
（ペイジー）」を選択します。

（※画面はイメージです。）

１８



通知された「納付番号」（１６
桁）を入力し、「確認」ボタンを
押します。

（※画面はイメージです。）

通知された「確認番号」（６桁）
を入力し、「確認」ボタンを押し
ます。

（※画面はイメージです。）

入力内容と払込内容の確認画面
が表示されますので、内容を確認
後、それぞれ「確認」ボタンを押
します。

（※画面はイメージです。）

１９



お支払方法を「現金」又は「通
帳・カード」から選択します。

（※画面はイメージです。）

お支払金額を確認後、「確認」
ボタンを押します。

（※画面はイメージです。）

内容を確認後、「確認」ボタン
を押します。

（※画面はイメージです。）

【現金で支払う場合】

２０

払込金額は自動で入力されます。
金額に誤りがないかを確認します。



投入金額を確認して「確認」ボ
タンを押し、利用明細票を受け取
ります。
利用明細票は御自身で大切に保

管してください。供託所への提出
は不要です。

（※画面はイメージです。）

お客様の連絡先電話番号を入力し、
「確認」ボタンを押します。

（※画面はイメージです。）

紙幣・硬貨を挿入受取口に入れま
す。

（※画面はイメージです。）

２１



口座から支払う金額等を確認後、
「確認」ボタンを押します。

（※画面はイメージです。）

通帳又はカードを挿入して、暗証
番号を入力します。

【通帳・カードで支払う場合】

支払い後、通帳又はカードの返却
とともに利用明細票が発行されま
すので、御自身で大切に保管して
ください。供託所への提出は不要
です。

（※画面はイメージです。）

２２



２３

４ 申請内容に補正があったとき

補正がある場合には、法務局から連絡します。連絡がありました
ら、「処理状況照会」画面の「お知らせ」をクリックし、補正の内容を
確認します。確認後、「戻る（処理状況照会）」をクリックします。

補正内容を確認



２４

補正を行う申請の「申請番号」をメモした上、「再利用」をクリック
します。

メモ

補正前の画面が表示され、補正の内容に応じて修正を行います。

該当事項を修正



２５

③の画面の下部で、下記のように入力し、「次へ」をクリックします。
その後は「２ 申請書の作成と送信」の⑪～⑬（８～９ページ）と同様で
す。

チェック
を入れる

②の画面でメモし
た番号を入力

（注）補正には期限がありますので、供託書から通知された期限内に補正申請を行ってください。


